
宮島医院居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

 

１．事業者 

（１） 法人名             医療法人洗心堂 宮島医院 

（２） 法人所在地          岡山県真庭市月田６８４０番地 

（３） 電話番号           （０８６７）４４－２４０３ 

（４） 代表者氏名          理事長 宮島啓人 

（５） 設立年月           平成３年８月１６日 

 

２．事業所の概要 

（１） 事業所の種類         指定居宅介護支援事業所 

（２） 事業の目的          居宅介護支援事業 

（３） 事業所の名称         宮島医院居宅介護支援事業所 

（４） 事業所の所在地       岡山県真庭市月田６８４０番地 

（５） 電話番号            （０８６７）４４－６１２１ 

（６） 管理者氏名            大月紀代子 

（７） 当事業所の運営方針    契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、

福祉サービスを適切に利用することができるようにします。 

（８） 開設年月            平成１１年１１月１日 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域  真庭市 （ 旧勝山町 ）  

（２） 営業日及び営業時間 

営    業    日 

日 ･ 祝祭日 ・ 医院指定の休日を除く毎日 

医院指定の休日    

８月１３日～１６日   １０月１３日   １２月２９日～１月４日 

サービス提供時間帯 月・火・水・金  ９時～１８時    木・土  ９時～１３時 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています． 

<主な職員の配置状況>＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

      職      種       常      勤 

１．管 理 者       １      名 （主任介護支援専門員） 

２．介護支援専門員       ２      名  （管理者を含む）  

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されます

ので、契約者の利用料負担はありません。 

 

 

 



（１） サービス内容と利用料金 

<サービスの内容> 

① 居宅サービス計画の作成 

契約者の家庭を訪問し、契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえ

で、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下｢指

定居宅サービス等｣という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅

サービス計画を作成します。また契約者（利用者）は複数の指定居宅サービス事業者の

紹介を求めることが可能であり、当該事業所をケアプランに位置づけた選定理由を求め

ることが可能です。 

② 居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ 契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居

宅サービス計画の実施状況を把握します。 

・ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事

業者等との連絡調整を行います。 

・ 契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

③ 居宅サービス計画の変更 

    契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計

画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者双方の合意に基づき、居宅サービ

ス計画を変更します。 

④ 介護保険施設への紹介 

    契約者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利

用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹

介その他の便宜の提供を行います。 

⑤ 医療機関に入院する場合のお願い 

    契約者が病院又は診療所に入院する場合には契約者の居宅における日常生活上の

能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、

契約者が退院されるときに、円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながるため、

担当介護支援専門員の氏名及び担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先等を当該

病院又は診療所の伝えるようご協力をお願いします。日頃から介護支援専門員の氏名

及び連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて

保管することをお勧めします。(入院時の５つのお願い文書をお渡しします) 

⑥ ケアマネジメントの公正中立性の確保の観点から、当事業所のケアプランの訪問介護、

通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 の利用状況を提供いたします。 

   （別紙参照） 

 

<サービス利用料金> 

    居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護

保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合 (法定代理受領)は、契約者の自

己負担はありません。 

    但し、契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相

当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の金額をいったんお

支払い下さい。 

    当事業所は、利用者４４人（ICT 事務員なし）に対し１人の介護支援専門員の配置基準内

（居宅介護支援Ⅰⅰ）で、支援業務を行っています。 

 

 



 

居宅介護支援費（Ⅰ） 居宅介護支援費（ⅰ） 居宅介護支援費（ⅱ） 居宅介護支援費（ⅲ） 

取り扱い件数 ４５件未満（ICT 事務員なし） ４５件以上６０件未満の場合 ６０件以上の場合 

要介護１・２ １０，８６０円/月 ５，４４０円/月 ３，２６０円/月 

要介護３・４・５ １４，１１０円/月 ７，０４０円/月 ４，２２０円/月 

居宅介護支援費（Ⅱ） 居宅介護支援費（ⅰ） 居宅介護支援費（ⅱ） 居宅介護支援費（ⅲ） 

取り扱い件数 ５０件未満（ICT 事務員配置） ５０件以上６０件未満の場合 ６０件以上の場合 

要介護１・２ １０．８６０円/月 ５．２７０円/月 ３．１６０円/月 

要介護３・４・５ １４，１１０円/月 ６．８３０円/月 ４．１００円/月 

初回加算  一月につき ＋３，０００円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 一回につき ＋２，５００円（月 1 回まで） 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 一回につき ＋２，０００円（月 1 回まで） 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ロ 

          （Ⅱ）イ ロ 

          （Ⅲ） 

一回につき イ ＋４，５００円   ロ ＋６，０００円 

        イ ＋６，０００円  ロ  ＋７，０００円 

        ＋９，０００円  （すべて月１回まで） 

通院時情報連携加算 一月のつき ＋５００円 

ターミナルケアマネジメント加算 一回につき ＋４，０００円 

通常の事業の実施地域を越えて中山間地域にサービスを提供する場合   所定単位数の５%を加算 

（２） 交通費(契約書第８条参照) 

通常の事業の地域を越えて行う当事業所のサービスを利用される場合の交通費は無料とし

ます。 

・ 通常のサービス実施地域                     無料 

・ 通常のサービス実施地域を越えた地点から片道       無料 

 

６．サービスの利用に関する留意事項    

（１） サービス提供を行う介護支援専門員 

 サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

担当する介護支援専門員は （            ）  です 。  

（２） 介護支援専門員の交替 

① 事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。  

介護支援専門員を交替する場合は、契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう 

十分に配慮するものとします。 

② 契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適

当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門

員の交替を申し出ることができます。ただし、契約者から特定の介護支援専門員の指名はできな

いことになっております。 

７．苦情の受付について 

（１）  苦情の受付 

 当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

     〇苦情受付窓口 

       〔担当者〕     宮島 美穂 

     〇受付時間     毎週月曜日 ～ 土曜日     電話番号   ０８６７－４４－２４０３ 

９：００ ～ １８：００ 



その他の苦情受付窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．事業者の義務 

（１） 事業者の記録作成・交付の義務 

 事業者は、契約者に対する居宅介護支援の実施について、サービス提供の目標等の達成状

況等を評価し、その結果を書面に記載して、５年間保管します。また、契約者の求めに応じて閲

覧に応じたり、コピーを交付致します。 

 

（２） 守秘義務 

１ 事業者は、サービスを提供する上で知り得た契約者やそのご家族等に関する秘密及び個人

情報については、契約者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由があ

る場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

２ あらかじめ文書により契約者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の

下で情報提供をすることができます。 

 

（３） 事故発生時の対応 

 １ 事業者は、サービスを提供する上で事故が発生した場合には、管理者に連絡するとともに、当

該利用者の家族・行政機関に連絡し、必要な措置をとります。 

 ２ 利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合には、その損害を賠償します。 

 ３ 事業者は、事故が発生した際には経過を細かく記録し、その原因を解明し、再発防止のため

の対策を検討します。 

 

（４） 損害賠償 

事業者は、居宅介護支援の実施にあたって契約者の生命・身体･財産に損害を与えた場合に

はその損害を賠償します。 ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限り

ではありません。 

 

（５） 虐待の防止のための措置に関する事項 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 

１ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年１回以上定期的に開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図る。 

２ 虐待の防止のための指針を整備する。 

３ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年１回以上定期的に実施する。 

４ 上記（１）から（３）までを適切に実施するための担当者を置く。 

 

（６） 業務継続計画の策定 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の

真庭市役所高齢者支援課 

 

 

〔所在地〕 真庭市久世２９２７－２ 

〔電話番号〕 （０８６７）４２－１０７４ 

〔受付時間〕 毎週月曜日 ～ 金曜日 

            ９：００ ～ １７：００ 

岡山県国民健康保険団体連合会 〔所在地〕 岡山市桑田町 17-5 

〔電話番号〕 （０８６）２２３－８８１１ 

〔受付時間〕 毎週月曜日 ～ 金曜日 

            ８：３０ ～ １７：００ 



提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策  

定 し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

   また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するよう努めます。 

  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

(7) 衛生管理 

 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努め

ます。 

 １ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね 6 月に 1 回以上開催します。その結

果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

２ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

３ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 

（８）身体拘束等の適正化 

   利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとします。 

 

                 
【 緊急連絡先 】 
 

☆宮島医院居宅介護支援事業所の電話番号は、（０８６７）４４－６１２１ 
営業時間   月・火・水・金曜日   （９時～１８時）    

木・土曜日        （９時～１3 時）  
上記時間外は宮島医院にご連絡ください  （０８６７）４４－２４０３ 

 

 

 

 

 


